
こ の 報 告 は 、 法 人 ご と に 次 の 項 目 で 構 成 し て い ま す 。  

○ 地 方 自 治 法 第 ２ ２ １ 条 第 ３ 項 の 法 人 の 経 営 状 況 報 告  

「 １ ． 法 人 の 概 要 」 、 「 ２ ． 役 職 員 の 状 況 」 、 「 ３ ． 主 要 事 業 の 概 要 」 、 「 ４ ． 大 阪 府 の 財 政 的 関 与 の 状 況 」 、 「 ５ ． 財 務 状 況 」  

 ○ 大 阪 府 の 出 資 法 人 等 へ の 関 与 事 項 等 を 定 め る 条 例 第 ４ 条 第 ４ 項 の 経 営 評 価 結 果 等 報 告 

「 ６ ． 経 営 目 標 の 達 成 状 況 」 、 「 ７ ． 法 人 に よ る 評 価 結 果 」 、 「 ８ ． 府 の 審 査 ・ 評 価 の 結 果 」 （ 参 考 と し て 「 ９ .『 大 阪 府 行 政 経 営 の

取 組 み 』 に お け る 方 向 性 」 、 「 10． 経 営 目 標 設 定 の 考 え 方 」 、 「 11.目 標 設 定 表 」 を 記 載 ）  

 

【 語 句 説 明 】  

 ○  評 価 報 告 書 内 に 記 載 さ れ て い る 主 な 語 句 の 意 味 は 以 下 の と お り で す 。  

該当箇所 語句 語句が意味するもの 備考 

１．法人の概要 

大阪府の実質的な出捐 

大阪府の実質的な出資 

当該法人の府出捐（出資）額に、統合等を行った出資法人への府出

捐（出資）額を加えて計算した実質的な府の出捐（出資）のこと。 
 

基本財産 定款で定める基本財産  

２．役職員の状況  

常勤職員 

プロパー職員 
法人が雇用する正規職員及び法人を定年退職後再雇用された職員

（フルタイム勤務する者を対象） 

 

その他 

プロパー職員以外の職員のうち、フルタイム勤務する職員（パート、

アルバイト、労働者派遣法に基づき労働者派遣事業者から派遣され

ている職員を除く） 

常勤以外の職員 

常勤職員以外の職員のうち、週 23 時間 15 分以上勤務する職員（パ

ート、アルバイト、労働者派遣法に基づき労働者派遣事業者から派

遣されている職員を除く） 

地方自治法第 221 条第３項の法

人（指定出資法人）及びその他

の指定出資法人について記載。 

２．役職員の状況【役員名簿】 

 

  「備考」欄 

常勤 常勤役員 
記載がない場合は、非常勤役員

を示す。 
公募 公募により就任した役員 

４．大阪府の財政的関与の状況 

  

  「委託料」欄 

（入札） 競争入札 

事業の委託先を当該法人に決

定した際の方法を記載。 

（随契） 随意契約 

（公募） 公募型プロポーザル 

（指定） 指定管理 

 


